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『絶歌』について 

 

 当館では、 

  ・リクエストによる購入希望があること 

  ・社会全般の関心が寄せられる事件等は、図書館として資料の収集・保存に

努めており、未来の利用者への情報提供も視野にいれる必要があること 

・過去に出版された少年 A 関係の資料は、一定以上の利用があること 

・別件の少年犯罪関係の資料貸出も増えていること 

などから、慎重に検討した結果、同書を購入し利用者への閲覧を行うことに  

いたしました。ただし、当面の間 OPAC（利用者用検索機）非表示とし、 

カウンターにお問い合わせいただいた方にご提供することになります。 

   

なお、「図書館の自由に関する宣言」の例外的に提供制限を行うことがあり 

得る場合の３要件に該当しておりません。 

 

 

 

参考資料 

Ⅰ.「図書館の自由に関する宣言 1979 年改訂」 別紙参照 

  例外的に提供制限があり得る場合 

項目（１）人権またはプライバシーを侵害するもの 

    （２）わいせつ出版物であると判決が確定したもの 

    （３）寄贈または寄託資料のうち、寄贈者または寄託者が公開を否と 

する非公開資料 

例外的に提供制限を行うことがあり得る場合は以下の要件すべてに該当す

るときである 

（１）頒布差し止めの司法判断があること 

  （２）そのことが図書館に通知されていること 

（３）被害者（債権者）が図書館に対して提供制限を求めた時である 

こと。 

Ⅱ.白井市立図書館収集要綱（しろいの図書館年報 52-53 頁）  

第２条の５著者の思想的、宗教的、党派的立場等にとらわれることなく、そ

れぞれの観点に立った資料を収集する。ただし、明らかに公序良俗に反する

資料は収集しない。 




